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コンクリートブロック塀、れんが造・石造等の組積造の塀 

 

 

市内の小学校や中学校の指定通学路のほか、国県市道 

1.避難路に面する高さ 80 センチ以上の危険ブロック塀等の除去 

2.除去と同時に行う県産木材を使用する塀の建替 

次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

1.危険ブロック塀等の所有権を有する者 

2.市税の滞納のない者 

 

1.除去     　⇒　最大１０万円 ✕（補助率：除去工事費 ２／３千円未満切捨) 

2.除去＋建替 ⇒  最大３０万円（補助率：（ ✕除去+建替工事費） ２／３千円未満切捨) 

 

令和 8年 4月 7日（火）～ 

 

※着工前に申請してください。すでに着工している場合は補助金を交付できません。 
※完了報告書は工事完了の日から 30 日以内または令和 9 年 2 月 26 日のいずれか早い日までに提出する必

要があります。 
※補助申請方法や制度内容の詳細については、裏面申請窓口までお問い合わせください。 

【裏面へ】 

令和 8 年度 

ブロック塀等解体事業補助金ブロック塀等解体事業補助金 

勝山市では、地震災害のブロック塀等の倒壊による事故被害の防止及び避難経路の安全

確保のため、避難路に面する危険ブロック塀等の除去に必要な経費の一部を補助します。

ブロック塀等とは

※擁壁等の他の用途を兼ねる基礎や門扉や門柱等の部分を除く。

避難路とは

補助対象工事

※危険ブロック塀等とは、「安全点検のチェックポイント」に基づく耐震診断の結果、危険と判断された塀を指す。 
※解体及び撤去等の資格を有する市内業者が施工すること。

補助対象者

※解体及び撤去等を行う資格を有する市内業者が施工すること。

補助金額

※相談は随時受付しています。裏面の申請窓口までお問い合わせください。

注意事項

募集期間

※対象工事費は 8 万円/ｍ限度
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【申請・相談 窓口】 
勝山市役所　営繕課　建築・住宅政策係 
住所　勝山市元町 1丁目 1番 1号 
電話:0779-88-8128（直通） 
E-mail:kenchiku@city.katsuyama.lg.jp

申請手続きの流れ

参考：安全点検のチェックリスト

所有者等 勝山市（営繕課）
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事前調査の申し込み
下記書類

事前調査の実施

危険ブロック塀等の判定
事前調査申込書兼判定書（様式第 1 号）

補助金交付申請
下記書類

書類の審査

交付決定/不交付決定
交付決定通知書（様式第 5 号）

不交付決定通知書（様式第 6 号）

書類の審査

補助金の支払い

・交付申請書（様式第 2 号）
・図面
・現況写真
・見積書の写し
・納税証明書(申請年の 1 月 1 日時
点で市外に住民登録のある場合)
・申告書（様式第 3 号）
・事前調査判定書の写し

工事着手

(※工事の変更、中止の場合は届出が必要です)

工事完了の報告
下記書類

・完了報告書（様式第 10 号）
・請負契約書の写し
・領収書の写し
・工事写真（施工前及び施工後）
・木材納入証明書（様式第 10-2 号）

・事前調査申込書兼判定書（様式第 1 号）
・現況図（位置、平面、立面）
・現況写真
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事前調査の申し込み 
下記書類

事前調査の実施

危険ブロック塀等の判定 
事前調査申込書兼判定書（様式第 1 号）

補助金交付申請 
下記書類

書類の審査

交付決定/不交付決定 
交付決定通知書（様式第 5 号） 

不交付決定通知書（様式第 6 号）

書類の審査

補助金の支払い

・交付申請書（様式第 2 号） 
・図面 
・現況写真 
・見積書の写し 
・納税証明書(申請年の 1 月 1 日時
点で市外に住民登録のある場合) 
・申告書（様式第 3 号） 
・事前調査判定書の写し

工事着手

(※工事の変更、中止の場合は届出が必要です)

工事完了の報告 
下記書類

・完了報告書（様式第 10 号） 
・請負契約書の写し 
・領収書の写し 
・工事写真（施工前及び施工後） 
・木材納入証明書（様式第 10-2 号）

・事前調査申込書兼判定書（様式第 1 号） 
・現況図（位置、平面、立面） 
・現況写真


